
一般社団法人全国警備業協会関係 

 加盟会員専用  お知らせ （令和７年度№８） 

 下記のとおりのお知らせがありましたので参考にして下さい。 

 

別添１ 令和 7年度最低賃金額の改定及び各種賃上げ支援施策に関する周知・広報の

実施等について 

 

別添２ 「警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画」の改訂について 

 
 

別添３ 令和 7年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について 

 

 

別添４ 「公共サービス改革基本方針」の見直しに関する意見募集について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添１ 

全警協発第 173号 

令和 7年 10月 3日 

 

協会長 各位 

 

(一社)全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

令和 7年度最低賃金額の改定及び各種賃上げ支援施策に 

関する周知・広報の実施等について 

 

謹 啓 

 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 さて、この度、みだしの件につきまして、厚生労働省労働基準局長から、別添文書

のとおり周知依頼がございました。 

 つきましては、業務ご多忙のところ恐縮に存じますが、管内加盟員各位に対し周知

徹底下さいますようお願い申し上げます。 

謹 白 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



別添２ 

全警協発第 1 7 5 号  

令和７年 1 0 月８日  

協会長 各位 

（一社）全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

 

「警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画」の改訂について 

 

 

謹 啓 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素より、当協会の運営につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

 全警協では、平成 30年３月に「警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計

画」（以下「自主行動計画」）を策定いたしました。この計画は、関係省庁の主導に

より各業界に策定が要請されたものであり、策定後も毎年フォローアップを実施し、

その結果を踏まえて改訂を行っております。 

 本年は６月にフォローアップ調査を実施し、８月７日には改訂のための自主行動計

画改訂ワーキンググループを開催いたしました。主に令和８年 1 月 1日に施行される

改正下請法（「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止

に関する法律」、通称：「取適法」）に沿った内容を盛り込む形で改訂案を検討し、

令和７年９月 18日の第３回理事会において、自主行動計画（令和７年９月改訂）が承

認されました。 

 また、2つのリーフレット「警備業における適正取引の推進」および「警備業におけ

る適切な価格転嫁の実現に向けて」についても併せて改訂を行いました。 

 つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、警備業のさらなる健全

な発展のため、これまで以上に積極的に自主行動計画を実践いただけますよう、管内

加盟員各位への周知徹底をお願い申し上げます。 

 なお、今回改訂された自主行動計画およびリーフレットは、全警協ホームページに

掲載するとともに、機関誌「セキュリティ・タイム」10月号に同封して配付いたしま

す。 

謹 白 

 

【別添書類一覧】 

別添１ 警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画（令和７年９月改訂） 

別添２ 見え消し：警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画 

別添３ リーフレット「警備業における適正取引の推進」 

別添４ リーフレット「警備業における適切な価格転嫁の実現に向けて」 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
以下省略 



 



 



 



 



別添３ 

全警協発第 178号 

令和 7年 10月 15日 

 

協会長 各位 

 

(一社)全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

令和 7年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について 

 

謹 啓 

 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 さて、この度、みだしの件につきまして、警察庁生活安全局生活安全企画課長か

ら、別添文書のとおり周知依頼がございました。 

 つきましては、業務ご多忙のところ恐縮に存じますが、管内加盟員各位に対し周知

徹底下さいますようお願い申し上げます。 
謹 白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



別添４ 
 

全 警 協 発 第 1 7 9 号 

令和 7 年 1 0 月 1 5 日 

 

協会長 各位 

 

(一社)全国警備業協会 

専務理事 黒木 慶英 

 

 

「公共サービス改革基本方針」の見直しに関する意見募集について 

 

 

謹 啓 

 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 さて、この度、みだしの件につきまして、総務省行政管理局公共サービス改革推進

室から協力依頼がございました。 

先般、令和 7年 8 月 8日付全警協発第 140 号において、今年度の「公共サービス改

革基本方針」の見直しに関する情報公表要請の受付をご案内しておりましたが、この

たび、国の行政機関等が実施する公共サービスについて、国民の立場に立って不断の

見直しを行い、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させ

ることにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図ることを目的とし

て、「公共サービス改革基本方針」の見直しに関する意見募集が行われるとのことで

す。 

 つきましては、業務ご多忙のところ恐縮に存じますが、管内加盟員各位に対し周知

徹底下さいますようお願い申し上げます。 

謹 白 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


